
 

香川県広域水道企業団職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成30年９月28日 

香川県広域水道企業団企業長  浜  田  恵  造 

香川県広域水道企業団規則第15号 

香川県広域水道企業団職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

香川県広域水道企業団職員の職の設置に関する規則（平成30年香川県広域水道企業団規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 

（事務所の職） 

 

（事務所の職） 

第３条 略 第３条 事務所に置く職は次のとおりとする。 

 事務所 職   事務所 職  

 略   略  

 多度津事務所 所長 所長補佐 副主幹 係長 主事 技師   多度津事務所 所長 所長補佐 副主幹 主事 技師  

 略    略 

  

  

   附 則 

 この規則は、平成30年10月１日から施行する。 


